
概要版

高齢者訪問面接調査のあり方検討会（中間のまとめ）

　訪問面接調査は、介護や医療などの情報を活用しながら、生活の事実を確認できず安否の確認が必要な方はもとより、何らかの困難を抱えている可能性の高い方に対
して、相談や申請を待つことなく区から積極的に訪問を行い、潜在的なニーズを把握して適切な支援につなげるとともに、日常的に相談できる関係づくりを行うことを
目的として実施するものである。

○杉並区の75歳以上の高齢者
　　　　　　　　　　　　（約52,000人）
このうち、生活保護受給者、養護老人
ホーム入所者、介護保険施設入所者及
び訪問や通所の居宅サービスの利用者
は、既に把握ができているため対象から
除外。以下の対象者を区が抽出。
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○ 今回の訪問面接調査は、その対象者や目的
から強制的な調査はなじまない。

○ 訪問面接調査を拒否する場合には、調査の
趣旨を十分説明し、何回も訪問して協力を求め
ていく姿勢が重要。

○ 訪問面接調査の趣旨や調査員の訪問につ
いて事前に通知するなど、区民の理解が得られ
るように工夫。優先度１　（約1,100人）

 

介護保険の要介護認定を受けていない高
齢者のうち、２年以上、医療及び区民健診
を受けていない方。

優先度２-A　（約1,900人）

介護保険の要介護認定を受けているが、
介護保険サービスを利用していない方の
うち、ケアプラン作成依頼届出がない方。

優先度３　（約6,300人）

介護保険の認定を受けていないが、2年
以内に医療又は区民健診を受けている方
（約36,000人）のうち、一定の要件に該当
する方。
※当面は、単身高齢者（約6,300人）を対
象として訪問を開始する。
※将来的には高齢者のみ世帯など対象
を拡大。

対象者の抽出 訪問面接調査

優先度２-B　（約1,200人）

介護保険の要介護認定を受けているが、
介護保険サービスを利用していない方の
うち、ケアプラン作成依頼届出がある方。

○ 個人情報の取り扱いについては、個人情
報保護条例に基づく適正な手続きにより活
用。

○ 地域包括支援センター職員や民生委員
も、個人情報の取り扱いについて十分配慮。

情報の集約・活用

　　　   　 区
○情報の集約、進行管理を行う。
○困難事例に対しては区が責任
をもって対応する。
○不現住が明らかな場合には不
現住調査の対象とする。

連携
情報共有

民生委員

　
○生活上の課題が明確な場合には、地域
包括支援センターに連絡をする。
○地域での日常的な関係をつくる。

地域包括支援センター
（ケア２４）

○生活上の課題がある場合は、本来業務
の一環として必要な支援に結び付ける。
○生活上の課題が認められない場合も、
継続的な見守り・実態把握の基礎資料と
する。

地域包括支援センター
（ケア２４）

民生委員

　

訪問により、安否を確認するとともに、
生活上の課題等について確認する。

民生委員活動の一環として訪問し、
サービス等の案内・紹介を行う。

居宅介護支援事業所に区
が状況を確認。必要に応じ
て地域包括支援センター
へ訪問等を依頼する。


